
《児童支援専任より ☆道路でローラースケート、スケートボード、キックスケーターなどはいいの？ 編☆》 

 

 

 

電動キックボードについては、報道されているように、7 月から始まる新たな制度では、

最高速度が時速 20 キロ以下で、大きさなどの基準を満たした電動キックボードについて

は、16 歳以上であれば運転免許がなくても利用できるようになります。これを受け、警察

の方によく子どもたちが持っているローラースケート、スケートボード、キックスケーター

の取扱いについて確認しました。その回答は、「乗り物ではなく、遊ぶ道具です。道路でや

ってはいけません！」というものでした。あわせて、ローラースケート、スケートボード、

キックスケーターなどの使用についての警視庁交通部発行のポスターも紹介いただきまし

た。一緒にご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q：道路でローラースケート、スケートボード、キックスケーターなどはいいの？ 

A：乗り物ではなく、遊ぶ道具です。  道路でやってはいけません！ 


